
　
�

芝
山
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
1
号
）

　
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限

に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
芝
山
町
印
鑑
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定

す
る
。

■
一
部
改
正
の
概
要

　
法
の
施
行
に
伴
い
、
成
年
被
後
見

人
か
ら
の
印
鑑
の
登
録
の
申
請
を
受

け
付
け
る
た
め
、
登
録
資
格
に
関
す

る
規
定
を
整
備
す
る
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　

�

芝
山
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（

議
案
第
2
号
）

　
芝
山
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
に
つ
い
て
、
現
行
条
例
の
引

用
条
文
等
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
芝
山
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
制
定
す
る
。

■
一
部
改
正
の
概
要

　
現
行
条
例
を
精
査
し
た
結
果
、
引

用
条
文
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
改
正

す
る
。

　
ま
た
、
併
せ
て
軽
微
な
語
句
の
修

正
、
追
加
、
削
除
を
行
う
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　

�

芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（

議
案
第
3
号
）

　
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
名

称
お
よ
び
条
項
な
ど
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
た

め
、
芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
制
定
す
る
。

■
一
部
改
正
の
概
要

【
書
記
の
人
数
の
削
除
】

　
書
記
の
人
数
を
限
定
す
る
規
定
を

削
除
す
る
。

【
法
律
の
引
用
箇
所
の
改
正
】

　
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」

を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改

慎
重
審
議

　３月９日から24日まで「令和２年第
１回芝山町議会定例会」が開催され、一
般会計予算案など上程された議案17件
が審議の結果、可決されました。

３月
議会
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め
る
。

	　
ま
た
、
右
記
法
律
に
条
項
が
追
加

さ
れ「
第
3
条
」が「
第
6
条
」に「
第

4
条
」
が
「
第
7
条
」
に
繰
り
下
げ

ら
れ
た
た
め
、
引
用
箇
所
の
改
正
を

行
う
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　

�

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

（
議
案
第
４
号
）

　
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に

よ
り
、
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

も
服
務
の
宣
誓
が
義
務
付
け
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
制
定
す
る
。

■
一
部
改
正
の
概
要

【
通
常
】

	　
常
勤
職
員
と
し
て
新
た
に
職
員
と

な
っ
た
者
は
、
任
命
権
者
ま
た
は
任

命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公
務
員
の

面
前
に
お
い
て
、
宣
誓
書
に
署
名
し

て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
職
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。

【
追
加
】

	　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入

に
あ
た
っ
て
、条
項
の
追
加
を
行
う
。

	　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣

誓
に
つ
い
て
は
、
右
記
に
よ
ら
ず
、

任
命
権
者
が
別
段
の
定
め
を
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

■
施
行
期
日

　
令
和
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行　

　

�

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て（議

案
第
５
号
）

　
職
員
の
労
務
管
理
上
、
年
次
有
給

休
暇
等
の
付
与
期
間
を
年
管
理
か
ら

年
度
管
理
へ
変
更
し
、
各
部
署
に
お

け
る
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
の

把
握
を
容
易
に
す
る
た
め
、
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す

る
。

■
一
部
改
正
の
概
要

　
年
次
有
給
休
暇
等
の
付
与
期
間
を

年
管
理
で
は
な
く
、
年
度
管
理
へ
変

更
す
る
。

■
経
過
措
置

　
令
和
2
年
度
に
お
け
る
年
次
有
給

休
暇
の
日
数
は
、
5
日
に
改
正
前
の

条
例
に
よ
り
令
和
2
年
に
付
与
さ
れ

た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
お
よ
び
繰

り
越
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

を
加
え
て
得
た
日
数
か
ら
、
同
年
1

月
1
日
か
ら
同
年
3
月
31
日
ま
で
の

間
に
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日

数
を
減
じ
て
得
た
日
数
。

■
施
行
期
日

　
令
和
2
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

　

�

芝
山
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
つ
き
議
会
の
同
意
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

（
議
案
第
６
号
）

　
令
和
2
年
3
月
31
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
教
育
委
員
会
委
員
に

つ
い
て
、
次
の
者
を
任
命
し
た
い
の

で
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
。

　
氏
名　
真
行
寺　
利
江
（
再
任
）

■
任
期

　

	

令
和
2
年
4
月
1
日
～
令
和
6
年

3
月
31
日

　
令
和
2
年
度
芝
山
町
会
計
予
算

（
議
案
第
12
～
17
号
）

■
令
和
2
年
度
芝
山
町
一
般
会
計
予

算
（
議
案
第
12
号
）

■
令
和
2
年
度
芝
山
町
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
予
算
（
議
案
第
13
号
）

■
令
和
2
年
度
芝
山
町
農
業
集
落
排

水
事
業
特
別
会
計
予
算（
議
案
第
14
号
）

■
令
和
2
年
度
芝
山
町
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算（
議
案
第
15
号
）

■
令
和
2
年
芝
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
（
議
案
第
16
号
）

■
令
和
2
年
芝
山
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算
（
議
案
第
17
号
）

※	

右
記
会
計
予
算
の
金
額
は
10
～
11

ペ
ー
ジ
「
予
算
概
要
」
内
に
別
途

記
載

芝山町の未来予想図

令和元年度芝山町会計補正予算（議案第７～11号）　　　　　　　���　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　計　名 補正前の額 補　正　額 補正後の額
一 　 般 　 会 　 計

（議案第７号） 6,022,293 4,684 6,026,977

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険（議案第８号） 1,011,346 △ 35,866 975,480

公共下水道事業（議案第９号） 271,161 1,072 272,233

介　護　保　険（議案第10号） 707,498 9,512 717,010

後期高齢者医療（議案第11号） 97,180 △ 2,490 94,690
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